
実施
場所

⚫ 避難所となる施設の研修室や会議室、ホール等
➢ 参加者での意見交換が実施可能なスペースを確保します。

⚫ （居住空間と共有空間及び清掃用具の確認時）避難所の各スペース

必要な
資料物品

次の資料について、参加人数分を用意します。

⚫ 避難所レイアウト図 ：避難所として活用時を想定したレイアウト図。

次の物品について、必要な分を用意します。

⚫ 清掃用具 ：ホウキやチリトリ、雑巾、ブラシ等、居住空間・共
有空間の清掃用具。

必要な
人員

次の役割を担う人をあらかじめ確保します（状況により兼務可能）。

⚫ 司会者：１名 ／訓練当日の司会進行（必要に応じて写真記録等を行う）。

⚫ 進行役：１名 ／説明と訓練、ふりかえりの進行。

※司会者、進行役は、地域の自主防災組織リーダー、広島県避難所開設・運
営訓練アドバイザー、市町職員、施設管理者などにお願いします。

実施
内容

⚫ 訓練 「清掃用具確認と居住空間・共有空間確認」

⚫ 訓練 「清掃・換気ルールの確認」

⚫ ふりかえり「清掃・換気ルール」について考える

所要
時間

70分

訓練の概要

避難所の衛生管理訓練
避難所内の居住区間と共有空間（ゴミ置き場、更衣室、洗面所、洗濯場・

干場等）を清潔に保つために、清掃用具を確保するとともに、清掃・換気

のルールを検討し、避難所運営時に迅速対応できるようにします。

開設・運営がイメージできる 個々の活動がわかる 組織での活動がわかる

訓練に向けた準備

訓練の実施に向けて「実施場所」を確保するとともに、次の必要な「人員」や「資料物品」
を確保・準備します。

本訓練は「訓練＋ふりかえり」形式で、次の「実施内容」を中心に行います。

開設・運営がイメージできる 個々の活動がわかる個々の活動がわかる開設・運営がイメージできる 訓練実施の流れ

訓練概要の説明

訓練「居住空間と共有空間及び清掃用具の確認」

所要：10分

所要：20分

【司会者】本訓練の目的、実施する内容を伝え、スケジュールを説明する。
目的：避難所での「避難所の衛生管理の仕方」を習得すること。

資料物品 避難所レイアウト図 清掃用具

1. 避難所レイアウト図で、居住空間と共有空間を確認する。
➢居住空間として、一般避難者のスペースの他、要配慮者スペース等、避難者が居住するスペー
スを確認する。
➢共有空間として、出入口、ゴミ置き場、水場（洗面等）、更衣室、洗濯場・干場、風呂・シャ
ワー等のスペースを確認する。

2. 清掃用具を確認する。
➢避難所内にある清掃用具と数を確認する。

資料物品 避難所レイアウト図

【進行役】次の流れで「避難所の衛生管理訓練」について説明する。
※「避難所開設・運営マニュアル（標準版）」p67～69

1. 「避難所レイアウト図」で居住空間と共有空間を説明する。

2. 居住空間の清掃・換気ルールについて説明する。

3. 共有空間の清掃ルールについて説明する。

【進行役】次の流れで居住空間と共有空間及び清掃用具の確認を進行する。
※「避難所開設・運営マニュアル（標準版）」p67～69

訓練「清掃・換気ルールの確認」03 所要：10分

資料物品 避難所レイアウト図

1. 居住空間の清掃・換気ルールを確認する。
➢避難者に身の回りの掃除を呼びかける時間を確認する。
➢居住空間の換気をする時間や、誰がするのかを確認する。

2. 共有空間ごとに、清掃ルールを確認する。
➢出入口、ゴミ置き場、水場（洗面等）、更衣室、洗濯場・干場、風呂・シャワーの各スペース
の晴朗ルールを確認する。

【進行役】次の流れで使用・清掃ルールの確認を進行する。
※「避難所開設・運営マニュアル（標準版）」p67～69

ふりかえり「清掃・換気ルール」について考える04 所要：30分

資料物品 避難所レイアウト図

1. 居住空間の清掃・換気ルールを考える。
➢ルールについて、修正が必要ないか、決まっていないことがあればどうするか、意見交換をする（15分）。

2. 共有空間ごとに、清掃ルールを考える。
➢ルールについて、修正が必要ないか、決まっていないことがあればどうするか、意見交換をする（15分）。

3. 最後に、避難所を清潔に保つことが、避難者の良好な生活や健康の維持につながるため、避難所の衛生管理はた
いへん重要であること、また、避難者も協力して衛生管理をすることが必要であることを伝える。

【進行役】次の流れで使用・清掃ルールの内容についてのふりかえりを進行する。
※「避難所開設・運営マニュアル（標準版）」p67～69
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避難所の衛生管理訓練

定期的な清掃が必要なスペースの確認と清掃用具の確認

⚫ 避難所レイアウト図をもとに、清掃が必要な居住空間と共有空間を確認します。

⚫ ほうきやちりとり、バケツ、ブラシ、洗剤など、各スペースに必要な清掃用具を確認します。

清掃・換気のポイント
（出典：広島県災害時公衆衛生活動マニュアル）

⚫ 広島県健康福祉局では、「広島県災害時公衆衛生活動マニュアル（平成28年10月改訂版）」の中
で、避難所の清掃・換気について、ポイントを示しています。

⚫ これらを参考に、清掃・換気ルールの確認や修正を行いましょう。

清掃・換気ルールの確認・修正

居住空間と共有空間の例（赤〇）
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実施
場所

⚫ 避難所となる施設の研修室や会議室、ホール等
➢ 参加者での意見交換が実施可能なスペースを確保します。

⚫ （ペットの受入れ場所の確保時）避難所のペットの受入れ場所

⚫ （ペットの受付・誘導、飼育ルールの確認時）避難所の受付設置場所

必要な
資料物品

次の資料について、参加人数分を用意します。

⚫ 避難所レイアウト図 ：避難所として活用時を想定したレイアウト図。

⚫ ペット登録台帳 ：ペットの受付のための登録票※。

⚫ ペットの飼育ルール ：ペットの飼育ルールをまとめた資料※。

次の物品について、必要な分を用意します。

⚫ ペットの受入れ場所の備品 ：ケージ等のペット受入れ場所に必要な備品。
➢実際に避難所にあるものを活用する。

※「ペット登録台帳」「ペットの飼育ルール」は、広島県「避難所開設・運
営マニュアル（標準版）」様式集にあるものを活用できます。

必要な
人員

次の役割を担う人をあらかじめ確保します（状況により兼務可能）。

⚫ 司会者：１名 ／訓練当日の司会進行（必要に応じて写真記録等を行う）。

⚫ 進行役：１名 ／説明と訓練、ふりかえりの進行。

⚫ ペット同行避難者：複数名 ／ペットと避難所に避難してきた人の役
➢実際にペットを連れてきてもよい。
➢ペットを確保できない場合は、ぬいぐるみなどで代用する。

※司会者、進行役は、地域の自主防災組織リーダー、広島県避難所開設・運
営訓練アドバイザー、市町職員、施設管理者などにお願いします。

実施
内容

⚫ 訓練 「ペットの受入れ場所の確保」

⚫ 訓練 「ペットの受付・誘導、飼育ルールの確認」

⚫ ふりかえり「ペットの飼育ルールについて考える」

所要
時間

60分

訓練の概要

ペット受入れ訓練
※ペット受け入れ可能な避難所限定

避難所にペット同行避難者が来た場合の受入れ方やペット受入れ場所

の環境整備の仕方を把握し、災害時に迅速に対応できるようにします。

開設・運営がイメージできる 個々の活動がわかる 組織での活動がわかる

訓練に向けた準備

訓練の実施に向けて「実施場所」を確保するとともに、次の必要な「人員」や「資料物品」
を確保・準備します。

本訓練は「訓練＋ふりかえり」形式で、次の「実施内容」を中心に行います。

開設・運営がイメージできる 個々の活動がわかる個々の活動がわかる開設・運営がイメージできる 訓練実施の流れ

訓練概要の説明01

訓練「ペットの受入れ場所の確保」02

所要：15分

所要：10分

ふりかえり「ペットの飼育ルールについて考える」04 所要：20分

資料物品 ペットの飼育ルール

【司会者】本訓練の目的、実施する内容を伝え、スケジュールを説明する。
目的：「ペット受入れ場所の環境整備」と「ペット受入れ・誘導」の仕方を把握すること

1. 参加者全員で、ペットの飼育ルールについて意見交換する。

2. 最後に、飼い主にとっては、ペットも家族の一員である一方で、動物が苦手だ、という人もいる。お
互いに納得できる環境を整備することが重要であること、そのために、双方を交えた話し合いが必要
であることを伝える。

【進行役】次の流れで、参加者にふりかえりを進行する。

資料物品 避難所レイアウト図 ペットの受入れ場所の備品

1. 「避難所レイアウト図」で、ペットの受入れ場所を確認する。

2. ペットの受入れ場所に移動し、ペット受入れのための場所を確保して、「ペットの受入れ場所の
備品」を設置して環境整備を行う。
➢ケージやペットのエサや水を入れる皿など、避難所に用意されている備品を設置し、受入れ場
所の環境整備を行う。

3. ペットの受付場所と、受付場所からペット受入れ場所までの経路を確認する。
➢ペットを嫌がる人もいることを考慮し、誘導の経路を確認・検討する。

資料物品
避難所レイアウト図
ペット登録台帳

ペットの飼育ルール

【進行役】次の流れで「ペット受入れ訓練」の進め方を説明する。
※「避難所開設・運営マニュアル（標準版）」p45～47

1. ペットの受入れ場所と環境整備について説明する。

2. ペット同行避難者の受付・誘導・ルールの確認について説明する。

【進行役】次の流れでペットの受入れ場所の確保を進行する。
※「避難所開設・運営マニュアル（標準版）」p48

訓練「ペットの受付・誘導、飼育ルールの確認」03 所要：15分

資料物品 ペット登録台帳 ペットの飼育ルール

1. ペット同行避難者に対し、「ペット登録台帳」を用いて受付を行う。
➢あらかじめ受付を設置しておく。
➢ペット登録台帳は、あらかじめ必要部数を印刷しておき、ペット同行避難者に記入してもらう。

2. ペット同行避難者を、ペット受入れ場所に誘導する。
➢事前に確認したペット同行避難者の誘導経路に従い、誘導する。

3. ペット同行避難者は、ペット受入れ場所にペットを収容する。

4. 参加者全員で、「ペットの飼育ルール」を確認する。

【進行役】次の流れでペット同行避難者の受付・誘導、飼育ルールの確認を進行する。
※「避難所開設・運営マニュアル（標準版）」p47
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ペット受入れ訓練

ペット受入れスペースの環境整備：熊野東防災交流センター

熊野東防災交流センターには、ペット受入れのエリアがあり、専用のケージやボックスパ
レットを設置して、受入れのための環境整備を行いました。

ケージ等の設置
（熊野東防災交流センター）

ペット同行避難者に、あらかじめ対策しておいてもらいたいことや、準備しておいてほしいものに
ついても、検討するようにしましょう。また飼い主は、日頃の対策や非常用に必要なものも、確認し
ておきましょう（下図参照）。

飼育ルールの確認・検討

ペットの受付・誘導

ペット同行避難者の受付については、あらかじめ、施設の入り口でペットをケージに入れ、
ペット受入れスペースに連れて行ったあと、飼い主が受付を行うこととしました。その際、混
乱が起きないよう、ペット同行避難者の誘導経路（動線）を設定しました。

ペット同行者の誘導経路

日頃の対策例

ペット同行避難者の
備蓄品チェックリスト

出典：広島県動物愛護センターHP
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実施
場所

⚫ 避難所となる施設の研修室や会議室、ホール等
➢ 参加者での意見交換が実施可能なスペースを確保します。

⚫ （備蓄物資と保管場所・受入れ場所の確認時）避難所の物資の保管場所

⚫ （備蓄物資と保管場所・受入れ場所の確認時）避難所の物資の受入れ場所

必要な
資料物品

次の資料について、参加人数分を用意します。

⚫ 避難所レイアウト図 ：避難所として活用時を想定したレイアウト図。

⚫ 備蓄品一覧 ：避難所内の備蓄品の品目と数を示した一覧。

必要な
人員

次の役割を担う人をあらかじめ確保します（状況により兼務可能）。

⚫ 司会者：１名 ／訓練当日の司会進行（必要に応じて写真記録等を行う）。

⚫ 進行役：１名 ／説明と訓練、ふりかえりの進行。

※司会者、進行役は、地域の自主防災組織リーダー、広島県避難所開設・運
営訓練アドバイザー、市町職員、施設管理者などにお願いします。

実施
内容

⚫ 訓練 「備蓄物資と保管場所・受入れ場所の確認」

⚫ 訓練 「備蓄物資の配布ルールの確認」

⚫ ふりかえり「配布ルール」について考える

所要
時間

60分

訓練の概要

備蓄物資の確認・配布訓練
備蓄物資の数と品目、またその保管場所と受入れ場所の確認をす

るとともに、食料・水等の物資の配布について検討し、災害時に

も適切な物資の配布ができるようにします。

開設・運営がイメージできる 個々の活動がわかる 組織での活動がわかる

訓練に向けた準備

訓練の実施に向けて「実施場所」を確保するとともに、次の必要な「人員」や「資料物品」
を確保・準備します。

本訓練は「訓練＋ふりかえり」形式で、次の「実施内容」を中心に行います。

開設・運営がイメージできる 個々の活動がわかる個々の活動がわかる開設・運営がイメージできる 訓練実施の流れ

訓練概要の説明01 所要：15分

訓練「備蓄物資と保管場所・受入れ場所の確認」02 所要：20分

ふりかえり「配布ルール」について考える04 所要：20分

資料物品 避難所レイアウト図

1. 参加者全員で、避難者全員に抜け漏れなく配布するためのルールについて意見交換する。

2. 必要に応じて，マニュアルの修正も行う。

3. 最後に、避難所にはさまざまな物資が届くが、必要な人に必要なだけ、物資が届くよう、まずは物資
の管理をしっかりすること、また配慮する必要があることを伝える。

【進行役】次の流れで、参加者によるふりかえりを進行する。

資料物品 避難所レイアウト図 備蓄品一覧

1. 「避難所レイアウト図」で、物資の保管場所と受入れ場所を確
認する。

2. 物資の受入れ場所に移動し、確認する。

3. 物資の保管場所に移動し、「備蓄品一覧」で備蓄されている物
資の品目と数を、実際に確認する。

【進行役】次の流れで備蓄物資と保管場所・受入れ場所の確認を進行する。
※「避難所開設・運営マニュアル（標準版）」p55

訓練「備蓄物資の配布ルールの確認」03 所要：5分

資料物品 備蓄品一覧

備蓄品ごとの配布ルールを確認する。

➢備蓄品を取りに行けない人もいるので、公平に配布されるよう配慮されているか確認する。
➢生理用品等は女性が配ったり、女子トイレに設置する等、配慮が必要なことについて確認する。

【進行役】次の流れで備蓄物資の配布ルールの確認を進行する。
※「避難所開設・運営マニュアル（標準版）」p56

【司会者】本訓練の目的、実施する内容を伝え、スケジュールを説明する。
目的：備蓄物資の数や品目、物資の保管場所や受入れ場所及び物資の配布ルールを把握すること

資料物品 避難所レイアウト図 備蓄品一覧

【進行役】次の流れで「備蓄物資の確認・配布訓練」について説明する。
※「避難所開設・運営マニュアル（標準版）」p55～56

1. 備蓄物資、物資の保管場所と受入れ場所について説明する。

2. 物資の配布のルールについて説明する。

備蓄品一覧例
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物資の確認・受入れ及び配布訓練

物資の保管場所・受入れ場所の確認：中通地域交流センター

中通地域交流センターでは、避難所レイアウト図をもとに、物資を保管する場所と受け入れ
る場所を確認し、実際に移動して、見て回りました。なお、中通地域交流センターでは、受入
れ場所と保管場所が直結したつくりになっています。
また、物資の保管場所で備蓄物資の品目と数を、実際に確認しました。

物資保管場所と受け入れ場所例
（中通地域交流センター）

⚫ 物資の配布ルールの確認・修正では、どういう物資を、どういう時間に、誰が、どこで、どのよう
に配布するのかについて確認します。

⚫ 食料・水のように、定期的に配布するものもあれば、粉ミルクやおむつなど、特定の場所に常備し
ておくものもあります。物資の品目によって、どのように配布ルールが定められているかを確認し
ましょう。

⚫ 下の資料も参考にして、配布ルールを確認しましょう。

物資の配布ルールの確認・修正

備蓄物資の確認の様子
（中通地域交流センター）

食料・物資等の配布のポイント

食料・物資等の配布のポイント

⚫ 女性特有のものの配布は、女性の配布担当者が担うよう留意する。

⚫ 配布は、公平性の確保に最大限配慮し、避難所以外の場所に滞在する人にも等しく配布し、

配布状況をまとめておく。

⚫ 哺乳瓶や乳児用のミルク、生理用品、紙おむつなど、使う人が限られる（特定される）物資

は、その人が配布を受けやすい場所や方法などを要配慮者支援班、ボランティア班などと連

携して決める。

⚫ 病人やけが人、高齢者、乳幼児、妊産婦、障害者など、健康上の理由により自ら物資を取り

に行けない方には、要配慮者支援班と協力して個別に配布する。

＜食糧の配布方法＞
⚫ 受取り作業等は、ボランティアや避難者に手伝ってもらう。
⚫ 要配慮者を優先する。
⚫ 食糧の提供は、「避難所にいなければ損をする」という状況に

ならないよう、避難所内外にかかわらず、公平に行えるよう配
慮が必要です。

＜生活必需品の配布方法＞
⚫ 受取り作業等は、ボランティアや避難者に手伝ってもらう。
⚫ 要配慮者を優先する。
⚫ 女性用品（生理用品、下着等）の配布は、女性担当者が行う。

広島市落合小学校・避難所開設・運営マニュアルの配布方法例
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実施
場所

⚫ 避難所となる施設の研修室や会議室、ホール等
➢ 参加者での意見交換が実施可能なスペースを確保します。

⚫ （物資の調達依頼時）避難所の事務室（FAX送信ができる場所）

必要な
資料物品

次の資料について、参加人数分を用意します。

⚫ 備蓄品一覧 ：避難所内の備蓄品の品目と数を示した一覧。

⚫ 食料依頼伝票 ：市町災害対策本部に食料等の調達を依頼するための様式※。

⚫ 物資依頼伝票 ：市町災害対策本部に物資の調達を依頼するための様式※。

次の資料について、必要な分を用意します。

⚫ 避難者からの物資の調達依頼状況：訓練のために作成した、避難者からの
物資の依頼状況を示す資料（94ページ）。

※「食料依頼伝票」「物資依頼伝票」は、広島県「避難所開設・運営マニュア
ル（標準版）」様式集にあるものを活用できます。

必要な
人員

次の役割を担う人をあらかじめ確保します（状況により兼務可能）。

⚫ 司会者：１名 ／訓練当日の司会進行（必要に応じて写真記録等を行う）。

⚫ 進行役：１名 ／説明と訓練、意見交換の進行。

※司会者、進行役は、地域の自主防災組織リーダー、広島県避難所開設・運
営訓練アドバイザー、市町職員、施設管理者などにお願いします。

実施
内容

⚫ 訓練 「食料・水、必要な物資の書き出し」

⚫ 訓練 「物資調達の依頼」

⚫ ふりかえり「備蓄物資の品目や数」について考える

所要
時間

60分

訓練の概要

必要な物資の把握と調達依頼訓練
必要な食料・水、その他物資の数を把握するとともに、食料依頼

伝票または物資依頼伝票に書き出し、市町災害対策本部に調達を

依頼します。

開設・運営がイメージできる 個々の活動がわかる 組織での活動がわかる

訓練に向けた準備

訓練の実施に向けて「実施場所」を確保するとともに、次の必要な「人員」や「資料物品」
を確保・準備します。

本訓練は「訓練＋ふりかえり」形式で、次の「実施内容」を中心に行います。

開設・運営がイメージできる 個々の活動がわかる個々の活動がわかる開設・運営がイメージできる 訓練実施の流れ

訓練概要の説明01

訓練「食料・水、その他必要な物資の書き出し」02

所要：15分

所要：25分

ふりかえり「備蓄物資の品目や数」について考える04 所要：15分

資料物品 備蓄品一覧

【司会者】本訓練の目的、実施する内容を伝え、スケジュールを説明する。
目的：必要な「物資のとりまとめ」と「物資の調達依頼方法」を習得すること

1. 参加者全員で、備蓄物資の品目や数について意見交換する。

2. 最後に、避難者にはさまざまな生活物資等が必要になるが、細やかにヒアリングを行うなどして、適
切に物資を調達する必要があることを伝える。

【進行役】次の流れで、参加者によるふりかえりを進行する。

資料物品
備蓄品一覧
食料依頼伝票

物資依頼伝票
避難者からの物資の調達依頼状況

1. 食料・水や生活物資のニーズを確認する。
➢資料「避難者からの物資の調達依頼状況」（次
ページ）を確認し、どのような物資がどれだけ必
要かを確認する。

2. 参加者で、どういう物資がどれだけ必要かを検討す
る。
➢「備蓄品一覧」を確認し、必要な物資の品目、
数を確認する。

3. 「食料依頼伝票」に、調達依頼する食料・水の数を
記入する。

4. 「物資依頼伝票」に、調達依頼する物資の品目と数
を記入する。

資料物品
備蓄品一覧
食料依頼伝票

物資依頼伝票
避難者からの物資の調達依頼状況

【進行役】次の流れで「必要な物資の把握と調達依頼訓練」の進め方を説明する。
※「避難所開設・運営マニュアル（標準版）」p57

1. 必要な物資の把握の仕方について説明する。

2. 物資の調達依頼の仕方について説明する。

【進行役】次の流れで食料・水、その他必要な物資の書き出しを進行する。
※「避難所開設・運営マニュアル（標準版）」p57

訓練「物資の調達依頼」03 所要：5分

資料物品 食料依頼伝票 物資依頼伝票

1. 記入した「食料依頼伝票」及び「物資依頼伝票」を、市町災害対策本部にFAXする。
➢実際にFAXする必要はないが、する場合は、事前に市町にFAXする旨を連絡しておく。

【進行役】次の流れで物資の調達依頼を進行する。
※「避難所開設・運営マニュアル（標準版）」p57

物資の確認の様子
（熊野東防災交流センター））

2-13
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必要な物資の把握と調達依頼訓練

災害が発生して、避難者が殺到し、備蓄がすでになくなっている、という状況を想定のもと、避難
者から、下記の物資調達の依頼がありました。下記をもとに、どれぐらいの物資を調達しなければな
らないかを検討し、依頼伝票に記入しましょう。

避難者からの物資の調達依頼状況

避難者からの物資の調達依頼状況

避難者数 150人

必要な食料 3日分

食料な水 3日分

その他物資の調達依頼状況

・暖かい味噌汁が飲みたい
・寒いのでストーブが欲しい
・ストーブに必要な灯油がほしい
・毛布を50人分用意してほしい
・粉ミルクを用意してほしい（10人分）
・離乳食を用意してほしい（3人分）
・子供用おむつがほしい（10人分）
・大人用おむつがほしい（10人分）
・小麦アレルギーがあるので、アレルギーに
配慮した食事を用意してほしい

・トイレットペーパーが不足している
・ティッシュがほしい
・生理用品が不足している
・女性用の肌着を用意してほしい
・男性用の肌着を用意してほしい
・セーターやトレーナーなど、防寒着がほしい
・靴下がほしい
・子供用の肌着がほしい（20人分）
・子供用の防寒着がほしい（20人分）
・スプーン、フォークを用意してほしい
・体を洗うための石鹸がほしい
・シャンプーがほしい
・子供のお菓子やジュースがほしい
・マスクがほしい
・子供用のマスクがほしい（20人分）
・携帯電話の充電器がほしい
・タオルがほしい
・入れ歯洗浄剤がほしい（5人分）

とりまとめ

市町災害対策本部

報
告

食料依頼伝票 物資依頼伝票

103102



実施
場所

⚫ 避難所となる施設の研修室や会議室、ホール等
➢ 参加者での意見交換が実施可能なスペースを確保します。

⚫ （炊き出しの実施時）避難所の調理場所

⚫ （配膳・喫食・あと片付け時）避難所の食事の配布場所

必要な
資料物品

次の資料について、参加人数分を用意します。

⚫ 避難所レイアウト図 ：避難所として活用時を想定したレイアウト図。

次の物品について、必要な分を用意します。

⚫ アルコール消毒液 ：調理する前の手指消毒のための消毒液。

⚫ 検温器 ：調理する前の健康チェックのための検温器。

⚫ 炊き出しの材料 ：炊き出しに使う材料。
➢自治会費等でまかなう、参加者で持ち寄る等を検討して決める。

⚫ 調理器具 ：食事を調理する各種器具。
➢避難所にあるものを使用する際は、あらかじめ、使用してもよいか、施設
管理者と調整する。参加者が持参してもよい。

必要な
人員

次の役割を担う人をあらかじめ確保します（状況により兼務可能）。

⚫ 司会者：１名 ／訓練当日の司会進行（必要に応じて写真記録等を行う）。

⚫ 進行役：１名 ／説明と訓練、ふりかえりの進行。

※司会者、進行役は、地域の自主防災組織リーダー、広島県避難所開設・運
営訓練アドバイザー、市町職員、施設管理者などにお願いします。

実施
内容

⚫ 訓練 「炊き出しの実施」

⚫ 訓練 「配膳・喫食・あと片付け」

⚫ ふりかえり「配膳」について考える

所要
時間

120分

訓練の概要

炊き出し訓練
※実施可能な避難所のみ

炊き出しの仕方や気をつけるべきポイントを把握し、避難所運営

時に、炊き出しができるようにします。

開設・運営がイメージできる 個々の活動がわかる 組織での活動がわかる

訓練に向けた準備

訓練の実施に向けて「実施場所」を確保するとともに、次の必要な「人員」や「資料物品」
を確保・準備します。

本訓練は「訓練＋ふりかえり」形式で、次の「実施内容」を中心に行います。

開設・運営がイメージできる 個々の活動がわかる個々の活動がわかる開設・運営がイメージできる 訓練実施の流れ

訓練概要の説明01

訓練「炊き出しの実施」02

所要：15分

所要：40分

ふりかえり「配膳」について考える04 所要：15分

資料物品 特になし

【司会者】本訓練の目的、実施する内容を伝え、スケジュールを説明する。
目的：避難所での「炊き出しの仕方」を習得すること

1. 参加者で、要配慮者への配膳の仕方について意見交換する。

2. 最後に、炊き出しをする際には、調理する人健康と、調理する環境の衛生がたいへん重要になること、
また要配慮者も含め、公平に食事が行き渡り、食事ができるよう、拝領することが必要であることを
伝える。

【進行役】次の流れで、参加者によるふりかえりを進行する。

資料物品
避難所レイアウト図
アルコール消毒液
検温器

炊き出しの材料
調理器具

1. 「避難所レイアウト図」で、調理場所と食事の配布場
所を確認する。

2. 調理者は手洗い，「アルコール消毒液」で手指消毒を
確実に「アルコール消毒液」で手指消毒を確実に行う
ほか、下痢や嘔吐などの体調不良がないかを確認する。

3. 「炊き出しの材料」を調理室に運び、「調理器具」を
用いて調理を行う。

4. 調理した料理を配布場所に運ぶ。

資料物品 避難所レイアウト図

【進行役】次の流れで「炊き出し訓練」について説明する。
※「避難所開設・運営マニュアル（標準版）」p59

1. 調理場所や食事の配布場所を説明する。

2. 調理の手順を説明する。

【進行役】次の流れで炊き出しの実施を進行する。
※「避難所開設・運営マニュアル（標準版）」p57

訓練「配膳・喫食・あと片付け」03 所要：50分

資料物品 特になし

1. 参加者全員に行き渡るよう、配膳する。
➢要配慮者への配膳に留意する。

2. 食事やあと片付けの時間管理を行う。

【進行役】次の流れで配膳・喫食、あと片付けを進行する。
※「避難所開設・運営マニュアル（標準版）」p59

炊き出しの様子
（出典：熊本災害デジタルアーカイブ）

2-14
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炊き出し訓練

炊き出しのメニュー

⚫ できるだけ加熱調理を行うものにして、生ものは提供しないようにしましょう。

⚫ 加熱する場合は、中心部までしっかり加熱しましょう。

⚫ 消費期限内の食品を使用し、異臭、容器の破損がないか、確認しましょう。

⚫ 作り置きや前日調理はせず、調理後2時間以内に食べられるように提供しましょう。また提供する
際には、「取り置きせずに、できるだけ早く食べる」ことを伝えましょう。

⚫ 食物アレルギーのある人もいるので、原材料等の情報を提供するようにしましょう。

材料・提供

調理

⚫ 調理する人は、こまめに手洗い・手指消毒を行いましょう。

⚫ 嘔吐や腹痛、下痢、発熱等があるなど、体調不良のときは、調理をしないようにしましょう。

⚫ 身だしなみは清潔にし、可能な限り、手袋やマスクを着用しましょう。

⚫ 調理器具は、使用後に洗浄し、煮沸消毒や薬剤消毒（次亜塩素酸ナトリウム、アルコール）を行い
ましょう。

⚫ アルコール消毒を行う場合は、水気を完全にふき取ってから行いましょう。

あと片付け

出典：広島県西部保健所広島支所 衛生環境課食品薬事係「炊き出しをされる皆様へ 食中毒を予防しましょう」
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実施
場所

⚫ 避難所となる施設の研修室や会議室、ホール等
➢ 参加者での意見交換が実施可能なスペースを確保します。

必要な
資料物品

次の資料について、参加人数分を用意します。

⚫ 避難所レイアウト図 ：避難所として活用時を想定したレイアウト図。

⚫ 手洗いチラシ ：避難所内の手洗いルールについてまとめた資料※。

⚫ 気持ちの変化のチラシ：被災者に心のケアを呼びかけるチラシ※ 。

※「手洗いチラシ」「気持ちの変化のチラシ」は、広島県「避難所開設・運
営マニュア ル（標準版）」様式集にあるものを活用できます。

必要な
人員

次の役割を担う人をあらかじめ確保します。

⚫ 司会者：１名 ／訓練当日の司会進行（必要に応じて写真記録等を行う）。

⚫ 進行役：１名 ／説明と訓練、ふりかえりの進行。

※司会者、進行役は、地域の自主防災組織リーダー、広島県避難所開設・運
営訓練アドバイザー、市町職員、施設管理者などにお願いします。

実施
内容

⚫ 訓練 「健康管理のための呼びかけの確認」

⚫ 訓練 「見守り体制の確認」

⚫ ふりかえり「健康管理の取り組み」について考える

所要
時間

50分

訓練の概要

避難者の健康管理・状況把握訓練
避難者の心身の健康を維持するための取り組みを検討するととも

に、避難者の健康状況を把握するための見守り体制について検討

し、避難所運営時に適切に対応できるようにします。

開設・運営がイメージできる 個々の活動がわかる 組織での活動がわかる

訓練に向けた準備

訓練の実施に向けて「実施場所」を確保するとともに、次の必要な「人員」や「資料物品」
を確保・準備します。

本訓練は「訓練＋ふりかえり」形式で、次の「実施内容」を中心に行います。

開設・運営がイメージできる 個々の活動がわかる個々の活動がわかる開設・運営がイメージできる 訓練実施の流れ

訓練概要の説明01 所要：15分

【司会者】本訓練の目的、実施する内容を伝え、スケジュールを説明する。
目的：避難者の健康管理の取り組み及び避難者の見守り体制を把握する。

資料物品 避難所レイアウト図

【進行役】次の流れで「避難者の健康管理・状況把握訓練」について説明する。
※「避難所開設・運営マニュアル（標準版）」p70

1. 健康管理のための呼びかけの確認について説明する。

2. 見守り体制の確認について説明する。

訓練「健康管理のための呼びかけの確認」02 所要：10分

資料物品 手洗いのチラシ 気持ちの変化のチラシ

1. 「手洗いのチラシ」と「災害のあとの気持ちの変化
のチラシ」を確認し、避難者への健康管理のための
呼びかけの内容を確認する。

2. 「避難所生活で健康に過ごすために」（次ページ）
を確認し、避難者に対して、健康管理のために、ど
んなことを呼びかけなければならないかを確認する。

【進行役】次の流れで健康管理のための呼びかけの確認
を進行する。

※「避難所開設・運営マニュアル（標準版）」p70

訓練「見守り体制の確認」03 所要：10分

資料物品 特になし

1. 定期的に、避難者に声かけを行うための体制の確認を行う。
➢どの程度の頻度で、誰が、どのように声かけを行うのかを確認する。

➢見守り体制が整備されていない場合は、この場で検討してもよい。

【進行役】次の流れで心のケア対策の取り組みの確認を進行する。
※「避難所開設・運営マニュアル（標準版）」p70

手洗いのチラシ

ふりかえり「健康管理の取り組み」について考える04 所要：15分

資料物品 特になし

【進行役】次の流れで参加者によるふりかえりを進行する。

1. 呼びかけ以外に、難者の健康管理のための取り組みについて意見交換してもらう。

2. 最後に、避難所生活は負担が大きくなることがあるため、避難者の心身の健康を維持するための取り
組みが重要であること、専門的な対応が必要な場合は、市町職員に相談し、医療機関等につなぐこと
も重要であることを伝え、訓練をまとめる。

災害のあとの
気持ちの変化のチラシ
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避難者の健康状況把握訓練

病気の予防

下記のチラシは、厚生労働省が作成した、避難所生活を健康で過ごすために、避難者一人一人が注
意すべきことをまとめたチラシです。このチラシで、避難者に対して、どんなことを呼びかけなけれ
ばならないかを確認しましょう。

避難所生活で健康に過ごすために
出典：厚生労働省HP

取り組み事例

⚫ 体の運動については、時間を決めて、ラジオ体操を定期的に実施することで、避難者全体の運動不
足やエコノミークラス症候群の防止を行う事例もあります。

避難所での体操の様子（熊本地震）
出典：熊本災害デジタルアーカイブ
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実施
場所

⚫ 公民館・集会所等の研修室や会議室、ホール等
➢ 参加者での意見交換が実施可能なスペースを確保します。

⚫ （要配慮者の受付・把握時）避難所の受付設置場所

⚫ （要配慮者の受付・把握、要配慮者への対応時）避難所の一般避難者スペース

⚫ （要配慮者の受付・把握、要配慮者への対応時）要配慮者スペース

必要な
資料物品

次の資料について、参加人数分を用意します。

⚫ 避難所レイアウト図 ：避難所として活用時を想定したレイアウト図。

⚫ 避難者カード ：世帯ごとの氏名や住所等を記入するための様式※。

次の資料・物品について、必要な分を用意します。

⚫ 避難者カードサンプル ：避難者の登録名簿のサンプル（付属）。

⚫ 避難者役カード ：避難者役の特性等を記載したカード（付属）。

⚫ 要配慮者対応のための備品 ：要配慮者のニーズに対応するための各種備品。

※「避難者カード」は、、広島県「避難所開設・運営マニュアル（標準版）」
様式集にあるものを活用できます。

必要な
人員

次の役割を担う人をあらかじめ確保します（状況により兼務可能）。

⚫ 司会者：１名 ／訓練当日の司会進行（必要に応じて写真記録等を行う）。

⚫ 進行役：１名 ／説明と訓練、ふりかえりの進行。

⚫ 避難者役：５名程度 ／避難者役カードをもとに、避難者の役を実施

※司会者、進行役は、地域の自主防災組織リーダー、広島県避難所開設・運
営訓練アドバイザー、市町職員、施設管理者などにお願いします。

実施
内容

⚫ 訓練 「要配慮者の受付・把握」

⚫ 訓練 「要配慮者への対応」

⚫ ふりかえり 「地域の要配慮者と対応」について考える

所要
時間

70分

訓練の概要

要配慮者の受付・対応訓練
さまざまな要配慮者の特性を把握し、特性に応じた受付・誘導を

実施し、災害時にも適切に要配慮者への対応ができるようにしま

す。

開設・運営がイメージできる 個々の活動がわかる 組織での活動がわかる

訓練に向けた準備

訓練の実施に向けて「実施場所」を確保するとともに、次の必要な「人員」や「資料物品」
を確保・準備します。

本訓練は「訓練＋ふりかえり」形式で、次の「実施内容」を中心に行います。

開設・運営がイメージできる 個々の活動がわかる個々の活動がわかる開設・運営がイメージできる 訓練実施の流れ

訓練概要の説明01

訓練「要配慮者の受付・把握」02

所要：15分

所要：20分

【司会者】本訓練の目的、実施する内容を伝え、スケジュールを説明する。
目的：避難所での「要配慮者の受付・把握と対応の仕方」を習得すること

資料物品
避難所レイアウト図
避難者カード

避難者カードサンプル
避難者役カード

1. 「避難所レイアウト図」で受付設置場所、一般避難者スペース、要配慮者スペースを確認する。

2. 受付設置場所に受付を設置する

3. 一般避難者スペース、要配慮者スペースを確認する。

4. 避難者役に対し、受付を行う。
➢受付で、避難者役の各特性に応じつつ、「避難者カード」を記入してもらう。
➢避難者役は、「避難者役カード」に従い、行動する。

5. 避難者役を適切なスペースに誘導する。
➢避難者役の各特性に応じつつ、避難者役を適切なスペースに誘導する。

6. 記入してもらった避難者カードと「避難者カードサンプル」を集計し、要配慮者の人数、要避難
者にどのような特性があり、どのような支援や対応が必要かについてとりまとめる。

7. 全体にとりまとめた内容を共有する。

資料物品 避難所レイアウト図

【進行役】次の流れで「避難者の健康管理・状況把握訓練」について説明する。
※「避難所開設・運営マニュアル（標準版）」p71～76

1. 要配慮者の把握について説明する。

2. 「避難所レイアウト図」で要配慮者の受入れ場所を確認し、環境の整備について説明する。

3. 要配慮者への対応のについて説明する。

【進行役】次の流れで要配慮者の受付・把握を進行する。
※「避難所開設・運営マニュアル（標準版）」p72

訓練「要配慮者への対応」03 所要：20分

資料物品 避難者役カード 要配慮者対応のための備品

1. 避難者役ひとりひとりに声をかけ、どのような対応が必要かについて、要望を聞き出す。

2. ヒアリングの内容をとりまとめ、役割分担して要望に対応する。
➢要配慮者の特性に応じたスペースの環境整備を行う。
➢要配慮者に必要な物資を提供する。
➢避難所で対応しきれない場合は、市町職員に相談し、福祉施設や医療機関等につなぐ。

3. 全員で集合し、対応の状況を共有する。

【進行役】次の流れで要配慮者への対応を進行する。
※「避難所開設・運営マニュアル（標準版）」p79

ふりかえり「地域の配慮者と対応」ついて考える04 所要：15分

資料物品 特になし

1. 地域の配慮者とそれぞれの対応の仕方について意見交換してもらう。

2. 最後に、要配慮者にはさまざまな特性があり、特性に応じて、さまざまな支援や隊が追う必要であり、
あらかじめ対策を考えておくことが重要であることを伝える。

【司会者】次の流れで、参加者によるふりかえりを進行する。
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要配慮者の把握・対応訓練

要配慮者と対応・支援

⚫ 要配慮者とは、災害対策基本法に「高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者」と
定義されています（主な要配慮者の例は下表を参照）。

⚫ 要配慮者の特性に応じて、困りごとや必要な支援が異なりますので、直接聞き取りをするなど
して、対応しましょう。

要配慮者と困りごと・支援例

困りごとを抱える方 困りごと例 必要な配慮/支援（例）

肢体不自由者 避難所を安全に利用できない等 介助者や支援者の確保等

難病患者 特殊機器/受診を要する等
常時使用する医療機器や薬の調達
等

視覚障害者 目視による状況把握ができない等 手すりの設置、障害物の撤去等

聴覚障害者 音声による情報が伝わらない等 印刷物で伝達、手話通訳者の確保等

高齢者 体調を崩しやすい等
声かけ・見守り等による健康状態の
把握

妊産婦や乳幼児 素早い行動ができない、授乳等 介助者や支援者の確保等

外国人 コミュニケーションが困難等 ピクトグラムの活用、通訳の確保等

LGBTQ トイレ・物資（衣類等）が男女別 多目的トイレの準備、サイズ別で分類

避難者への聞き取りの様子
（熊野東防災交流センター）

避難者役カード：広島市落合小学校

⚫ 広島市安佐北区の落合小学校では、さまざまな避難者役のカードを作成し、住民に渡して、
カードに書かれている避難者役になってもらうことをお願いしました。

⚫ 避難者役に指名された住民は、避難者役カードに書かれている内容をもとに、要配慮者として、
避難所運営スタッフに要望を伝えるなどを行いました。

⚫ それに対し、避難所運営スタッフは、協力しながら、対応にあたりました。

避難者役カード例
（広島市落合小学校）

避難者への対応の様子
（広島市落合小学校）
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